
 

令和７年度事業報告 

自 令和７年４月 １日 

至 令和８年３月３１日 

 

本会は平成２５年４月１日に「一般社団法人(非営利型)」へ移行したことに伴い、会の運営や

事業活動に対して公益性・透明性をより強く図ってきました。 

また、本会は会員のための会であり、税知識の普及、納税者意識の啓発に努め、税制に関する

提言を行い、適正・公平な申告納税制度の維持発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに

会員企業と地域社会の発展に貢献してきました。 

本会の令和７年度の主な事業は以下のとおりです。 

 

１．公益事業 

 

【税務支援事業】  

内容 講師等 開  催  日 他 出席数 

決算期別 

説明会 

伊勢崎 

税務署 

担当官 

４月１６日(水)、７月２日(水)、１０月１０日(金) 

１月２０日(火) 

○税務署資料 
  ・適格請求書等保存方式の概要  
  ・源泉所得税の改正のあらまし 
  ・インボイス制度に関するお知らせ ：電子取引データを適切

に保存できていますか？ 
  ・暮らしにとけこむキャッシュレス納付！ 

  ・国税に関するご質問。ご相談は国税庁ホームページで解決 

  ・令和７年１月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを

行わない 

  ・e-Tax申請法人の 4社に 3社が All e-Taxです！！ 

  ・電子納付証明書がスマホで請求＆受け取り出来る！ 

  ・防衛特別法人税が創設されました 

○法人会資料 
・決算・申告の実務 

・税制改正のあらまし 

・自主点検チェックシートを活用しましょう 

  ・自主点検チェックシート 

  ・法人会のご案内一式 

 
参加の会員には「知っておきたい消費税」 

非会員に｢税務署に聞く前に読む税務Ｑ＆Ａ」を配布 

１２６社 

第１号議案 令和７年度事業報告及び収支決算承認の件 



 

年末調整

説明会 

伊勢崎 

税務署 

担当官 

１０月１０日(金) 

○税務署資料 
  ・年末調整のしかた 
  ・ｅ－Ｔａｘを利用して源泉所得税が納付できます！ 
  ・各種申告書の記載例 
  ・「調書方式」による住宅借入金等控除の適用について 

  ・源泉徴収簿を使用した年末調整の手順 

  ・給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き 

  ・国税に関するご質問。ご相談は国税庁ホームページで解決 

○法人会資料 
・年末調整年末調整実務のポイント（令和７年度版） 

３７社 

新設法人 

説明会 

伊勢崎 

税務署 

担当官 

３月２６日(木) 

○税務署配布資料 

・消費税のあらまし 

・源泉徴収のしかた 

・令和 8年分源泉徴収税額表 

・e-Taxを使ったキャシュレス納付 

・印紙税の手引き 

・電子取引データを適切に保存できていますか？ 

○法人会資料 

・会社の決算申告の実務 

・新設法人のための会社の税金カイドブック 

・税制改正のあらまし 

・法人会のご案内(特得サービス一覧表) 

・入会申込書 

・自主点検チェックシート･ガイドブックを活用しましょう 

・自主点検チェックシート 

１０社 

青年部会 

税務 

研修会 

税理士 

石原 毅 氏 

４月４日(金) 

「その節税、大丈夫ですか？～正しく知って経営改善！～」  
２６人 

伊勢崎 

税務署 

荒川署長 

８月７日(木) 

「税のよもやま話」 
３１人 

税制・経営 

資料の提供 

冊子の 

配布 

「会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ」 

「源泉所得税実務のポイント」 

「会社役員のための確定申告実務のポイント」 

「令和７年度税制改正のあらまし」 

会員 

全員 

他 

 

 



 

【税の啓発・提言事業】  

（１）決算期別説明会・会報誌発行等の際、税制改正の周知、添付書類も含めた電子納税システ

ム(e－Tax、eLTAX)、ダイレクト納付・キャッシュレス納付等の利用促進と周知啓発活動を

行いました。 

（２）１１月１６日(日)の玉村町産業祭において、税金クイズを行い税制度の啓発と法人会のＰ

Ｒに努めました。 

（３）会報誌「Ｈｏｕｊｉｎ」を４回、延べ９，２００部を発行し、会員に加え、伊勢崎市及び

玉村町の公共施設へ配布し、法人会のＰＲと税制度の啓発に努めました。 

（４）法人会の主要事業の一つである「税制改正に関する提言」では、税制委員会を中心に本会

の要望事項を作成、群馬県法人会連合会を通じて全国法人会総連合に提出しました。 

また、全国法人会総連合で採択された提言書については、１１月２０日(木)に伊勢崎市長及

び伊勢崎市議会議長へ概要説明を行うとともに、地元選出国会議員事務所へ提出しました。 

（５）青年部会を中心に租税教室を１７校で開催しました。青年部会が講師を担当したのは伊勢

崎市１２校及び玉村町２校、女性部会の担当は伊勢崎市３校でした。租税教育用テキスト

「君も納めている！税金どこ行くの？タックスフントとけんたくん」を配布しました。 

（６）「中学生の税についての作文」募集において、法人会長賞等の選考に協力し表彰を行いま

した。また、作文応募者への参加賞の一部(法人会グッズ１，０００個)を負担しました。 

（７）児童の税金への理解と関心を深めてもらうため小学６年生を対象とした「税に関する絵は

がきコンクール」を開催しました。伊勢崎税務署管内１８校から７９３点の応募があり、伊

勢崎法人会長賞をはじめ、３６点の優秀作品を表彰しました。また、優秀作品を１１月８日

(土)から１１月１７日(月)の間はスマーク伊勢崎３階フロアで、２月１６日(月)から３月１

６日(月)の間は確定申告会場(管内３会場)で展示し、広く税の啓発に努めました。 

（８）今年度から税務署との意見交換会を、役員だけでなく全会員対象に新年会の前に開催し、

税制改正についての説明から質問・意見交換をしました。 

 

【地域社会貢献事業】 

（１）法人会公開セミナー(会員及び一般) 

開催日 テーマ 講 師 参加者 

第１回 

１０月２１日(火) 
「挑む心が未来を動かす」 

㈱ザスパ代表取締役兼 GM 

細貝 萌  氏 
６４人 

第２回 

１月１４日(土) 
「街を育てた哲人」 

元宇都宮市議 

   塚田 昌弘 氏 
１９人 

 

（２）税を考える週間記念事業(会員及び一般) 

１１月１４日(木)、ＭＯＶＩＸ伊勢崎を会場に映画「盤上の向日葵」の上映会を開催しま

した。来場者に、法人会のご案内、税理士会より冊子「やさしい税金教室」「こんなときこ

んな税金」、税務署より「いつでもどこでもキャッシュレス納付」「税を考える週間～これか

らの社会に向かって」のチラシを配布し、来場者３６９人に対して税務署長と法人会会長か

ら週間の趣旨を広報しました。 



 

（３）花いっぱい運動 

本町通りの花壇を会場に、７月１５日(火)に、ガーデンアジサイホワイトライト、初雪草

氷河、鑑賞用唐辛子パープルフラッシュ、日日草、ブルーサルビアを植栽しました。 

また、１１月１８日(火)には、低木の刈込から、シロタエギク、シクラメン、ストック、パ

ンジーを植栽しました。 

（４）広瀬川クリーンの集い 

４月５日(土)に、伊勢崎ロータリークラブ及び伊勢崎青年会議所との協働で延べ５３人の

参加により、栄橋から三ツ家橋まで広瀬川の河畔や堤防のゴミ、空き缶拾い、草木の剪定を

行いました。 

（５）９月１３日(土)１４日(日)に開催された伊勢崎市創意くふう作品展に協賛し、１０月８日

(水)には表彰式も行われました。 

 

【経営支援事業】 

（１）経済、経営、財務、法律、環境、健康等をテーマにしたインターネットセミナーのサービ

スを提供しました。  

（２）健康経営宣言書提出に向けた会員の支援を行いました。 

 

２．共益事業 

 

【会員支援事業】 

（１）会員企業の従業員顕彰を目的とする「優良経理担当者表彰式」を通常総会時に実施しまし

た。 

（２）会員の親睦と異業種間の交流を目的にゴルフコンペを１回開催しました。 

（３）指定金融機関と連携し、申込時に会員証明書を添付することで、会員のインターネットバ

ンキングの基本料金を１年間無料としました。また法人会融資制度の啓発を行いました。 

（４）役員視察研修を６月２５日(水)・２６日(木)の一泊二日で実施し、大同生命保険㈱大阪本

社、大阪・関西万博の見学をし、役員の交流及び自己研鑽に努めました。 

（５）新年会、青年部会新年例会及び女性部会新年例会を開催し、関係各所との交流を図りまし

た。 

（６）全会員に向けて募集をした、首都圏外郭放水路と渋沢栄一記念館への日帰り研修旅行を 

１１月２７日(木)に開催し、初めてお会いする会員さんとの交流を図ることができました。 

 

【厚生制度推進事業】 

（１）３月１４日(土)に一般財団法人全日本労働福祉協会による生活習慣病予防健診を実施しま

した。 

（２）法人会福利厚生制度、中小企業向け貸倒保証制度の推進に協力しました。 

 

 

 



 

【会員維持・拡大事業】 

（１）会員増強運動の実施 

組織・厚生合同委員会を開催し、役員が一人一社以上の会員勧誘を目指すことを決定し、

法人会の目的、福利厚生制度、講演会の開催、会員交流会の開催等、制度の説明資料を活用

し、会員増強に取り組みました。 

（２）法人会イメージアップ戦略強化 

会員向けサービスの充実のために特得サービス協賛企業を募り、法人会員特得サービス企

業一覧のチラシを作成し、会員企業へ配布しました。 

   

 《 令和７年度会員の状況 》           （令和８年３月３１日現在）（単位：社） 

支部名 当初会員数 入会数 退会数 移動数 年度末会員数 増減数 

伊勢崎北 ４８７ ５ ３７ △２ ４５３ △３４ 

伊勢崎南 ４６１ ２ ３０ １ ４３４ △２７ 

赤 堀 ２１１ ４ ８ ２ ２０９ △２ 

東 １８８ ３ １６ ０ １７５ △１３ 

境 １９８ ０ １３ ０ １８５ △１３ 

玉 村 ２１７ ３ １２ △１ ２０７ △１０ 

その他 ２２ ３ ０ ０ ２５ ３ 

計 １，７８４ ２０ １１６ ０ １，６８８ △９６ 

※会員数には正会員、特別会員、賛助会員が含まれます。 

 

 

３．その他 

 

（１）会議等 

〇通常総会 ５月２１日(水) 

 ・「令和６年度事業報告及び収支決算承認の件」承認 

 ・「理事等役員改選承認の件」承認 

 ・「一般社団法人伊勢崎法人会定款の一部改正」承認 

 ・「令和７年度事業計画及び収支予算」報告 

 ・「優良経理担当者及び組織充実功労者並びに福利厚生制度推進功労者表彰」 

〇理事会  

４月２４日(木) 

・「令和６年度事業報告及び収支決算」承認 

・「理事等役員改選の件」承認 

・「一般社団法人伊勢崎法人会定款の一部改正」承認 

・「優良経理担当者等被表彰者(案)」報告 

・「代表理事等業務執行理事の職務の執行状況」報告 



 

５月２１日(水) 

・「代表理事（会長）及び業務執行理事（副会長）選定の件」承認 

・「委員長、副委員長及び委員選任の件」承認 

・「顧問の推薦の件」承認 

   ３月１３日(金) 

・「令和８年度事業計画(案)及び収支予算(案)」承認 

・「一般社団法人伊勢崎法人会委員会規程の一部改正（案）」承認 

・「令和８年度通常総会日程(案)」承認 

・「令和８年度優良経理担当者表彰の件」「代表理事等業務執行理事の職務の執行状況」 

報告 

〇監査会 ４月１４日(月) 

〇正副会長会議 ４月１７日(木)、７月２２日(火)、１０月３日(金)、１月１６日(金) 

３月３日(火) 

〇委員会 

・総務委員会 ４月１４日(月)、２月１２日(木) 

・研修委員会 ５月８日(木)、７月１８日(金)、２月１７日(火) 

・広報委員会 ４月１５日(火)、７月１７日(木)、１０月７日(火)、１月１５日(木) 

・税制委員会 ４月８日(火) 

・組織厚生合同委員会 ９月２６日(金) 

〇青年部会 

・通常総会 ５月１４日(水) 

・役員会  ４月２２日(火) 

・正副部会長会議 ６月４日(水)、１２月２２日(月) 

〇女性部会 

・通常総会 ５月９日(金) 

・役員会  １２月１０日(水) 

・正副部会長等会議 開催なし 

〇伊勢崎支部役員会 開催なし 

〇赤堀支部役員会   開催なし 

〇東支部役員会   開催なし 

〇境支部役員会   開催なし 

〇玉村支部会議等   監査会 ４月１５日(火) 

正副支部長会議 ４月１７日(木)、６月１０日(火)、６月１８日

(水)、２月２６日(木) 

役員会 ４月２２日(火)、７月２日(水)、３月２７日(金) 

支部総会 ５月１５日(木)、 親睦ゴルフ大会 １０月２３日(木) 

会員増強運動 １１月７日(金)、支部視察研修 １０月１５日(水) 

玉村町産業祭税金クイズ １１月１６日(日) 

 



 

（２）関係団体との連絡協議会 

〇群馬県法人会連合会正副会長会議・理事会・各委員会へ伊勢崎法人会正副会長と伊勢崎

法人会各委員会の正副委員長１名ずつが委員として出席しました。 

〇群馬県法人会連合会青年部会連絡協議会へ正副部会長等が、群馬県法人会連合会女性部

会連絡協議会へ部会長等が出席しました。 

〇租税教育推進協議会、伊勢崎・玉村暴力追放推進協議会、伊勢崎税務関係団体連合会、

関東信越税理士会伊勢崎支部、伊勢崎商工会議所等の関係団体へ会長外が出席しました。 

   〇法人会全国大会(高知大会)、全国青年の集い(山梨大会)、全国女性フォーラム(北海道

大会)へ参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 事業報告の附属明細 】 

令和７年度の事業報告には 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する事業報

告の附属明細書として記載すべき事業報告の内容を補足する重要な事項はありません。 


